
 

どの媒介契約でも掛かる費用は一緒ですが、各媒介契約の特徴や詳

細、違いについてはイエステーションにお気軽にお問合せ下さい！ 
 

媒介契約は内容により下記の３種類があります。 

不動産はお客様の大切な資産ですので、不動産会社が売主様の承諾もなく勝手に

売却活動をする事は出来ません。不動産を売却するには、『売却活動をこの会社

に依頼しています』という契約を書面で行わなければならないのです。 

その売主様と不動産会社の間で結ぶ契約のことを『媒介契約』といいます。 
 

【媒介契約の種類】 

一般媒介契約 専属専任媒介契約 専任媒介契約 


